
令和６年度第３１号（１２月）発行

家畜衛生だより

愛媛県の採卵鶏農場で
高病原性鳥インフルエンザ発生！
（国内家きん１３例目）

所在地：愛媛県西条市

飼養状況：約１５万羽 （採卵鶏）

関連農場：愛媛県西条市、今治市

 （２農場、合計約８．６万羽）

経緯：

（１）１２月９日(月)

愛媛県西条市の農場から

 死亡羽数増加の通報

（２）同日

 鳥インフルエンザの簡易検査
 陽性を確認

（３）１２月１０日（火）

 遺伝子検査の結果、
 高病原性鳥インフルエンザの
疑似患畜であることを確認 （参考）農林水産省HP 令和６年１２月１０日時点

１３例目

最大限の警戒をお願いします！

下記事項に留意し、飼養衛生管理の再徹底を！

○早期発見・早期通報

○防鳥ネットの点検及び修繕 ★防鳥ネットの破れ、隙間の早急な確認を！

○人・物・車両の出入り時の消毒の徹底 ○鶏舎及び農場周辺の消石灰の散布

★死亡率の急激な上昇

★鳥インフルエンザを疑うような症状

   鶏冠・肉垂等のチアノーゼ、沈うつ、５羽以上のまとまった死亡など

→速やかに家畜保健衛生所へ通報してください！

中央家畜保健衛生所・中央動物防疫協議会
〒262-0011 千葉市花見川区三角町656

    Tel：043-250-4141 （夜間・休日対応）
 Fax：043-286-0090

(公社)千葉県畜産協会

千葉県中央家畜保健衛生所 TEL  043-250-4141  FAX  043-286-0090
※急性悪性家畜伝染病（高病原性鳥インフルエンザ等）の早期対応のため、疑わしい症状があれば速やかに 
連絡してください。

※夜間・休日は転送されますので、必ず５回以上コールしてください。



昨年、農林⽔産省は「アニマルウェルフェアに関する飼養管理指針」を発出しま
した。この調査は、本指針の取組状況を把握し、今後の国内におけるアニマル
ウェルフェアの取組の推進のための基礎データとするため実施するものです。

問い合わせ先：農林水産省畜産局畜産振興課アニマルウェルフェア推進班（03-3502-8111(内線4924))

〜注意事項〜
 この調査は匿名で実施するため、個⼈情報が特定されるようなことはありません。
 重複して同じ内容の調査依頼が届く場合がありますが、１回のみ回答してください。
 結果は、農林⽔産省のホームページで公表する予定です。
 いただいた回答に対し、農林⽔産省や団体等が指導等を⾏うことはありません。

https://forms.office.com/r/r8Bb69NKNT

https://forms.office.com/r/evaCSxi6WBhttps://forms.office.com/r/k6YcKe58ag

https://forms.office.com/r/j5HD85AXG4 https://forms.office.com/r/E7addVCn9r

https://forms.office.com/r/4bBYA7NRGY

乳⽤⽜ ⾁⽤⽜ 豚

採卵鶏 ⾁⽤鶏 ⾺

回答は以下のURLまたはQRコードから

令和７年１⽉31⽇（⾦）
回答期限︓

まで

回答所要時間︓
約15分
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